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　４月から始まる７５歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度は、医療費の一部を現役世
代の方も負担し、支える制度です。そのため、今の医療分と介護分に加えて、新たに後期高
齢者医療制度への支援金分の保険料を賦課することになります。なお、保険料の料率など
は、決まり次第お知らせします。

�医療分保険料
�介護分保険料（４０歳～６４歳の方） �

�医療分保険料
�介護分保険料（４０歳～６４歳の方）
�支援金分保険料

３月まで ４月から

　国保加入者の方が後期高齢者医療制度へ移る場合、国保を脱退することになりますが、
自動的に移行されるため、手続きの必要はありません。また、４月からは北海道後期高齢
者医療広域連合から送付される被保険者証を使用することになりますので、ご注意くださ
い。
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　４月より、７０歳から７４歳までの方が、病院窓口で負担する割合を１割から２割に引き上
げる予定でしたが、４月から平成２１年３月までの１年間は、１割のまま据え置くことにな
りました。
　ただし、現役並み所得の方で、すでに３割負担となっている方、後期高齢者医療制度の対
象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。
　なお、新しい国民健康保険（国保）の高齢者受給者証は、３月中に送付します。

現役並所得の方…各種控除後の課税所得が年額１４５万円以上であって、かつ年収が、２人
以上の世帯では合計５２０万円以上、１人の場合は３８３万円以上ある方。

　現在、３歳未満の乳幼児の病院窓口での負担割合を、３割から２割に軽減していますが、
これを４月からは、義務教育就学前の子どもまで拡大します。

義務教育就学前…６歳の誕生日以後の最初の３月３１日までになります。なお、６歳の誕
生日が４月１日の場合は、誕生日の前日までとなります。
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３歳未満まで自己負担
割合が２割 �

３月まで ４月から

義務教育就学前まで
自己負担割合が２割
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　公的年金を受給している６５歳から７４歳までの国保に加入している世帯で、次の要件を満
たす場合は、保険料を年金から天引きする特別徴収になります。なお、特別徴収は、年金受
給月に合わせて、年６回となります。
�年額１８万円以上の年金を受給していること
�国保料と介護保険料の１回当たりの合計額が、１回当たりの年金受給額の２分の１を超
えていないこと

�

９月まで １０月から

要件を満たした場合は特別
徴収、それ以外は普通徴収

納付書や口座振替により、
保険料を徴収する普通徴収
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※保険料等の金額は、実際の保険料と異なります。
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�夫が７２歳、妻が６８歳で、２人とも国保に加入し、世帯主の年金受給額が２１０万円の場合

�年金受給額の１回当たりの額

÷ ＝６回
受給額

２,１００,０００円

�１回当たりの保険料

＋ ＝国保料
３０,０００円

介護保険料
１０,０００円

�夫が６６歳、妻が６８歳で、２人とも国保に加入し、世帯主の年金受給額３０万円と給与所
得額１００万円の場合

�夫が７３歳、妻が７０歳で、２人とも国保に加入し、世帯主の年金受給額１７万円の場合

�年金受給額の１回当たりの額

÷ ＝６回
１回当たりの受給額

５０,０００円
受給額
３００,０００円

�１回当たりの保険料

＋ ＝国保料
２０,０００円

介護保険料
１０,０００円

１回当たりの受給額
３５０,０００円

合算した保険料が、受給
額の２分の１の金額を下
回っているので、����

合算した保険料が、受給
額の２分の１の金額を上
回っているので、����

年金受給額が年額１８万円未満のため、����

受給額の２分の１
１７５,０００円

合計額
４０,０００円

受給額の２分の１
２５,０００円

合計額
３０,０００円



����������������

�������	
���

�����������	�
��������������	�
�������

　医療技術の進歩や高齢化が進み、医療費は年々増加する傾向にあります。医療費を抑え
るためには、早期発見、早期治療により病気の重症化を防ぐことが重要となります。近ご
ろ特に、不規則な生活や食事、食べすぎや運動不足の積み重ねで起こる肥満を起因として、
糖尿病や高血圧、高脂血症をあわせた症状のメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）
の疾病が注目されています。
　このメタボリックシンドロームは、健康診断で容易に発見することができ、食生活の改
善や運動習慣を身に付けるなど、生活全般を見直すことが重要になります。そこで、平成
２０年度から、生活習慣病の予防を目的に、４０歳からの方を対象に特定健康診査と特定保健
指導を実施します。

�������	��
�����

�������	
�����

�������	
����

��������������

������

��������	������

��������������

��������

平成２０年度から

�
個別の病気を早期発見・早期治療を目
的とし、高血圧などの疾病ごとに健康
指導を行っている

４０歳からの方を対象にする特定健康診
査は、メタボリックシンドロームに着
目した内容になり、メタボリックシン
ドロームやその予備群の方に、改善と
予防に向けた保健指導に重点をおく

平成１９年度まで
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�腹囲測定や血液検査などの基本的な健診
�心電図検査や眼底検査などの詳細な健診　
　（医師が必要と認めた方）

＋
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　�最高血圧　１３０� Hg以上
　�最低血圧　  ８５� Hg以上
　　の両方またはいずれかに当てはまる
����

　�空腹時血糖値　１００� /�以上
�����

　�中性脂肪　１５０� /�以上
　�HDLコレステロール　４０�/�未満
　　の両方またはいずれかに当てはまる

　�������
腹囲　男性：８５�以上
　　　女性：９０�以上

成人検診での問診の様子
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　平成２０年度からの特定健康診査の実施にあたり、昨年５月に４０歳以上の国保加入者の中
から無作為に選んだ２,５００人の方に、健康診断等の受診に関するアンケート調査を実施しま
した。
　このアンケート調査の結果は、特定健康診査を身近なものに感じ、より多くの方に受診し
ていただくために活用させていただきます。
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送付数　２,５００通
回答数　１,３５５通
回答率　５４.２％
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問合先　市健康推進課国保係

知っている
（９２.０％）

知らない
（７.９％）

無回答
（０.１％）

毎年受けている
（３４.４％）

２・３年に１回
受けている
（２２.６％）

無回答
（０.３％）

受けていない
（４２.７％）

無回答
（２.１％）

自分は健康
だから
（１９.６％）

どこで受診す
るのかわから
ないから　　
（５.９％）

通院しているから
（４２.０％）

仕事で休みが
取れないから
（１１.７％）

その他
（１８.７％）

無回答
（１.９％）

知っている
（６８.８％）

関心がない
（１.１％）

聞いたことがない
（４.１％）

聞いたことはあるが
良くわからない

（２４.１％）
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